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放課後児童クラブ 新規入所児童を募集します

対象区域 クラブ名 所在地
（電話番号） 区分

北小学校

こどもN
の

みかた 曲輪町
（☎27−5830）

民設こどもｉ
アイ

らんど 曲輪町
（☎22−1169）

放課後児童クラブあかい
し

曲輪町
（☎75−1338）

南小学校

やさか太陽クラブ 八坂町
（☎75−3305）

民設
y
ヤ ム

amきっず☆みなみ 上泉町
（☎61−5266）

南小学校放課後児童クラ
ブ

上泉町
（☎25−0440） 公設

殖蓮
小学校

さくらんぼ児童クラブ 上植木本町
（☎26−6266）

民設児童クラブ赤城 上諏訪町
（☎25−7303）

うえはす児童クラブH
ホ ッ プ

OP 昭和町（ 090−7230−2279）
殖蓮小学校放課後児童ク
ラブ

上植木本町
（☎22−1665） 公設

茂呂
小学校

もろ児童クラブ 茂呂町二丁目
（☎22−0635）

民設

茂呂のぞみ児童クラブ 茂呂町二丁目
（☎24−8221）

あおば児童クラブ 茂呂町二丁目
（☎27−5933）

あおば児童クラブ第２ 茂呂町二丁目
（☎27−4321）

あおば児童クラブ第３ 茂呂町二丁目
（☎27−4360）

あおば児童クラブ第４ 茂呂町二丁目
（☎27−9199）

あおば児童クラブ第５ 茂呂町二丁目
（☎75−2744）

三郷
小学校

トトロの家児童クラブ 波志江町
（☎23−2997）

民設スマイルのいえ 波志江町
（☎75−2402）

t
ト ナ ン

onan児童倶楽部華蔵寺 乾町
（☎75−2855）

三郷小学校放課後児童ク
ラブ

波志江町
（☎24−1017） 公設

宮郷
小学校

ハローキャンパス児童ク
ラブ

田中島町
（ 080−8814−7702）

民設

じぃじとばぁばの宝物い
せさき宮郷

連取町
（☎23−3330）

こどもM
ミヤゴウ

go 田中島町
（☎61−5848)

放課後スクールｉ
アイ

きっず 安堀町
（☎23−5235）

スマイル放課後児童クラ
ブ

田中島町
（ 070−2801−1278）

アイビー児童クラブ 田中島町
（☎75−3715)

坂東
小学校

どんぐり児童クラブ坂東
教室

戸谷塚町
（☎32−1400）

民設
tト ナ ンonan児童倶楽部伊勢崎
坂東

除ケ町
（☎75−2855)

名和
小学校

どんぐり児童クラブ名和
教室

堀口町
（☎32−1400） 民設

豊受
小学校

ゆたか児童クラブ 馬見塚町
（☎32−3691）

民設
児童クラブポプラ 馬見塚町

（☎32−2440）

北第二
小学校

ひまわり児童クラブ第一・
第二

宗高町
（☎21−7380）

民設
さくら児童クラブ 柳原町

（ 070−2100−1234）

対象区域 クラブ名 所在地
（電話番号） 区分

殖蓮第二
小学校

あおぞら児童クラブ 下植木町
（☎21−0521）

民設
うえはす児童クラブH

ホ ッ プ

OP
Ⅲ

日乃出町
（ 090−5212−9637）

広瀬
小学校

あすなろ館児童クラブ 山王町
（☎26−6501）

民設
ひろせこどもの家児童ク
ラブ

新栄町
（☎26−4115）

宮郷第二
小学校

こども＠みらい 連取町
（☎61−7728）

民設
なのはな児童クラブ　 連取町

（☎26−8652）
宮郷第二小学校放課後児
童クラブ

連取町
（☎24−8089） 公設

赤堀
小学校

l
リ オ ン

ion児童クラブ 市場町一丁目
（ 070−4563−2600）

民設l
リ オ ン

ion児童クラブ第二 西久保町一丁目
（ 070−4563−2600）

大光寺児童クラブ 西久保町二丁目
（☎63−5775）

赤堀児童館放課後児童ク
ラブ

西久保町二丁目
（☎63−1001） 公設

赤堀南
小学校

あかべこ児童クラブ 五目牛町
（ 080−5063−5420）

民設
t
ト ナ ン

onan児童倶楽部赤堀南 市場町二丁目
（☎75−2855）

赤堀南児童館放課後児童
クラブ（※）

堀下町
（☎62−8723）

公設
赤堀南小学校放課後児童
クラブ（※）

堀下町
（☎75−6115）

赤堀東
小学校

tト ナ ンonan児童倶楽部伊勢崎
北

香林町一丁目
（☎75−2855） 民設

赤堀あさひ児童館放課後
児童クラブ

香林町一丁目
（☎63−1616） 公設

あずま
小学校

児童クラブオンリーワン 西小保方町
（☎55−1871）

民設
t
ト ナ ン

onan児童倶楽部伊勢崎 田部井町二丁目
（☎75−2855）

さざんか児童館放課後児
童クラブ

東町
（☎62−8880） 公設

あずま北
小学校

あずまの森児童クラブ 田部井町一丁目
（☎61−7800） 民設

きく児童館放課後児童ク
ラブ

国定町二丁目
（☎61−0600） 公設

あずま南
小学校

よつば児童クラブ 東小保方町
（☎62−7777）

民設
学童クラブ子どもの森 東小保方町

（☎50−0562）
あやめ児童館放課後児童
クラブ

三室町
（☎62−9977） 公設

境小学校
学童保育所すぎな教室 境

（☎74−5523）
民設

学童保育所第２すぎな教
室

境
（☎74−1084）

境剛志
小学校

学童保育所ひまわり教室 境下武士
（☎74−5841）

民設
くるみ児童クラブ 境上武士

（☎61−8449）
境東
小学校 たけのこ児童クラブ 境米岡

（☎74−5599） 民設

境采女
小学校

学童保育所うねめ教室 境下渕名
（☎76−4141）

民設y
ヤ ム

amきっず☆うねめ 境伊与久
（☎75−3720）

y
ヤ ム

amきっず☆うねめ２ 境伊与久
（☎75−3033）

放課後児童クラブの一覧と各クラブの区分

※赤堀南児童館放課後児童クラブは小学校１・２年生、赤堀南小学校
放課後児童クラブは小学校３年生以上が対象です。ただし、申し込み
状況により人数調整を行う場合があります

　
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
の
入

所
の
申
し
込
み
を
次
の
と
お
り
受

け
付
け
ま
す
。
入
所
を
希
望
す
る

ク
ラ
ブ
の
区
分
を
５
ペ
ー
ジ
の
表

で
確
認
の
上
、
次
の
そ
れ
ぞ
れ
の

方
法
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

※
継
続
入
所
を
希
望
す
る
人
は
、

各
ク
ラ
ブ
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い

民
設
ク
ラ
ブ
の
申
し
込
み
方
法

　
申
し
込
み
方
法
は
ク
ラ
ブ
に
よ

っ
て
異
な
り
ま
す
。
直
接
入
所
を

希
望
す
る
ク
ラ
ブ
に
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。

公
設
ク
ラ
ブ
の
申
し
込
み
方
法

【
宮
郷
第
二
小
学
校
ク
ラ
ブ
・
南

小
学
校
ク
ラ
ブ
】

　
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の

上
、
必
要
書
類
を
添
え
て
、
直
接

子
育
て
支
援
課
へ
。

受
付
期
間
　
11
月
16
日（
土
）ま
で

※
11
月
４
日（
月
）・
土
・
日
・
祝

日
は
除
き
ま
す
。
た
だ
し
、
11
月

16
日（
土
）は
休
日
受
付
窓
口
を
開

設
し
ま
す

受
付
時
間
　
午
前
８
時
30
分
～
午

後
５
時
15
分

※
11
月
15
日（
金
）は
午
後
８
時
ま

で
、
16
日（
土
）は
午
前
９
時
か
ら

午
後
３
時
ま
で

【
そ
れ
以
外
の
公
設
ク
ラ
ブ
】

　
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の

上
、
必
要
書
類
を
添
え
て
、
直
接

ク
ラ
ブ
へ
。

※
事
前
に
ク
ラ
ブ
に
電
話
し
て
く

だ
さ
い

面
接
日
　
11
月
16
日（
土
）

面
接
時
間
　
事
前
の
電
話
の
際
に

指
定
さ
れ
た
時
間

　
　
　
　
＊　
　
　
＊

【
申
込
書
の
配
布（
公
設
ク
ラ
ブ
）】

　
子
育
て
支
援
課
、
各
ク
ラ
ブ
で

配
布
し
て
い
ま
す
。
市
HP
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す
。

　
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
は
、
小
学
校
の
放
課
後
に
仕
事
な
ど
の
理
由
で
保
護
者
が
不
在
に
な
る

家
庭
の
児
童
を
預
か
る
施
設
で
す
。
放
課
後
の
子
ど
も
た
ち
に
居
場
所
を
提
供
し
、
働
く
保
護

者
の
子
育
て
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

問
　
子
育
て
支
援
課（
☎
（２７）
８
８
０
５
）

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

新
規
入
所
児
童
を
募
集
し
ま
す

令和 7 年度

　
申
し
込
み
に
必
要
な
書
類
や

施
設
の
開
所
時
間
な
ど
の
詳
細

は
、
市
HP
を
確
認
す
る
か
子
育

て
支
援
課
に
問

い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

▲市HP

利用者負担金助成・減免制度
　放課後児童クラブの利用
者負担金については、助成・
減免制度があります。詳し
くは市HPを確認してくださ
い。

▲市HP


